
事業者を応援応援します

新店舗開設促進事業補助金を活用して、令和８年
１月に開業した「小料理　常」（錦町）

　　ものづくり拠点開設補助金

　市内の空き物件を改修し、新たにものづくり拠点
（工房、工場など）を開設する人に、改修工事費の一
部を補助します。
対次の全てを満たす事業者
・�個人は市内に居住、法人は市内に法人登記を有す
る※その予定者も含む
・市税を滞納していない
・�市が指定する経営相談の専門家から、継続的に経
営を行う具体的な事業計画に対し可と判断される
・令和９年３月末までに開業
対象経費＝改修に要した工事費のうち、市内業者に
発注したもの※備品の購入費は対象外
補助額＝対象経費の２分の１で、最大50万円
加算補助＝若者世代の市外からの移住を伴う開設の
場合、加算補助金あり

１　　新店舗開設促進事業補助金

　市内の空き物件を改修し、新たに店舗を開設する
人に、改修工事費の一部を補助します。
対次の全てを満たす事業者
・�個人は市内に居住、法人は市内に法人登記を有す
る※その予定者も含む
・市税を滞納していない
・�市が指定する経営相談の専門家から、継続的に経
営を行う具体的な事業計画に対し可と判断される
・令和９年３月末までに開業
・�原則として週４日以上営業※夜間のみは対象外
対象経費＝改修に要した工事費のうち、市内業者に
発注したもの※備品の購入費は対象外
補助額＝対象経費の２分の１
①中心市街地内（本町一～六丁目、錦町、末広町、　
　川岸町など）に新店舗を開設し、出店地域また　
　は隣接する地域の商店街団体に加入している場　
　合、最大100万円
②①以外の場合、最大50万円
加算補助＝桐生市中心市街地空き店舗情報登録制度
の登録物件に開設または若者世代の市外からの移住
を伴う開設の場合、加算補助金あり

３

　　群馬大学生就労型　　　　　　
　　人材活用推進事業奨励金
　専門知識を持つ群馬大学理工学部・大学院理工学
府の学生を非正規雇用として受け入れる市内企業へ
奨励金を交付します。
対各種専門分野を学ぶ学生の能力を活用した業務で
の雇用を希望する市内企業（製造業、情報通信業な
ど）
交付条件＝年度内における学生の勤務時間は50時
間以上とし、接客業務や単純作業など学生の持つ専
門知識などを必要としない業務での雇用は除く
交付額＝被雇用者における人件費相当額の２分の１
で、１社につき最大20万円

２

　各制度の申請用紙やパンフレットなどは、商工振興課（市役所３階、shoko@city.
kiryu.lg.jp）と市ＨＰにあります。
問①⑥⑦⑧�…�商工振興課工業労政担当（☎32‐ 4125）　　　　�������������
　②④⑤⑨�…�商工振興課産業立地戦略担当（☎32‐ 4120）
　③⑩⑪�……�商工振興課商業金融担当（☎32‐ 4104）
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　　展示会出展補助金

　県外で開催される展示会とオンライン展示会に出
展する費用を補助します。
対市内に事業所を置く、製造業を営む中小企業また
は個人事業主
補助額＝①国内・オンラインの展示会…小規模企業
者、個人事業主（出展料・装飾費の２分の１で、最
大20万円）／中小企業（出展料・装飾費の２分の１
で、最大15万円）②海外の展示会…出展料・装飾費・
輸送費の２分の１で、最大30万円
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　　中小企業者向け制度融資

　中小企業者、起業を目指す人などを支援するもの
で、信用保証料は市が補助します。※詳しくは、パ
ンフレットをご覧ください。
申直接、各制度融資取扱金融機関へ。

11

　　まちなか店舗リニューアル支援
　　事業補助金

　市内で10年以上継続して営業している小売業、
飲食業またはサービス業者などの既存店舗で、事業
承継を伴うリニューアル改装、観光客などが誰でも
利用できるトイレの整備を行う事業者などに対し、
工事費の一部を補助します。
対①事業承継を契機に店舗改装を行う事業者②中心
市街地の商店街振興組合などと連携し、観光客など
が誰でも利用できる「桐生おもてなしトイレ」を整
備する事業者
補助額＝対象経費の２分の１で、最大50万円
募集件数＝予算の範囲内（先着順）

10

　　ぐんま技術革新チャレンジ補助金

　新技術や新製品の開発に取り組む中小企業に対し
て、開発費の一部を補助します。※開発要素がない
ものや、量産用設備の導入は対象外
対市内に主要な事業所を置く中小企業
補助額＝開発費の２分の１（小規模企業者は５分の
４）で、最大80万円
募集件数＝３件程度（審査あり）
申込期限＝５月15日（金）

４

　　中小企業人材養成事業補助金

　中小企業の経営者（個人事業主含む）や従業員が、
対象となる研修（オンライン含む）を受講した場合、
費用の一部を補助します。
補助額＝対象経費の２分の１（１事業所につき原則
年間５万円まで）※講師を招いて研修を行う場合、
加算措置あり
申事前に商工振興課へ連絡のうえ、申請書を研修開
始の10日前までに直接、商工振興課へ。

６

　　産学官共同研究推進事業補助金

　大学や研究機関との共同研究に取り組む事業者に
対して、共同研究費を補助します。
対市内に主要な事業所を置く、または市内企業と共
同で研究を実施する事業者
補助額＝最大200万円
募集件数＝５件程度（審査あり）
申込期間＝４月13日（月）～５月15日（金）

５

　　繊維産地新連携促進補助金

　繊維産地桐生の活性化やブランドイメージ向上な
どを目的に、複数の繊維事業者が連携して行う事業
に補助金を交付します。
対異なる強みを有する市内繊維事業者２者以上を含
み、かつ、市内の企業などを１者含めた合計３者以
上の企業などから構成される連携体
対象経費＝連携体での活動に要する経費（出展料、
広告宣伝費、外注加工費など）
補助額＝最大50万円
募集件数＝予算の範囲内（審査あり）

７

　　魅力ある職場発信・
　　雇用促進補助金

　「働きやすさ」に関する国の認証制度を取得し、
魅力ある職場環境づくりを進める中小企業に対し
て、求人活動などに要する経費を補助します。
※「働きやすさ」に関する国の認証制度とは、くる
みん認定、えるぼし認定、健康経営優良法人認定、
運転者職場環境良好度認証など。
補助額＝対象経費の２分の１で、年間10万円まで

８

55 ☎桐生市の市外局番は0277☎桐生市の市外局番は0277


